
資料１－１ 

指針における基本理念の改定案について 

 

（基本理念案） 

南海トラフ地震及び直下型地震の発生の可能性が高まる中、これまでの災害から

の教訓を踏まえ、ハード・ソフト一体的な地震防災対策により災害に強い京都を実現

し、府民の生命と生活を守る。 

   令和６年能登半島地震などこれまでの災害の教訓を踏まえ、ハード・ソフト一体とな

った地震防災対策を実施することにより、京都府総合計画に掲げる「災害に強い京都」

を実現し、府民の生命と生活を守ることを基本理念とする。 

 

 

（参考）これまでの基本理念 

【第一次戦略的防災対策指針】 

地震等の大災害から府民の生命・身体・財産を守り、安心・安全、希望の京都を実現す

る 

 

【第二次戦略的防災対策指針】 

地震等の災害に対して、従来の対策を超える徹底した災害対策に迅速に取り組み、府

民の暮らしを守る 

 

【第三次戦略的防災対策指針】 

南海トラフ地震及び直下型地震の発生の可能性が高まる中、従来の対策を超える徹底し

た地震防災対策に迅速に取り組み、府民の生命と生活を守る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


